
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  家屋が災害により居住できなくなった場合          

Ｑ：昨年、住宅借入金等特別控除の適用を

受けていた家屋(自宅)が災害で住めなくなり

ました。この場合、昨年の住宅借入金等特別

控除の適用は受けられますか？                               

                                             

Ａ：受けることができます。 

【解説】  

住宅借入金等特別控除の適用を受ける要件

として、この控除を受ける年の12月31日まで

引き続き居住していることが必要とされてい

ますが、平成28年1月1日以後に、自宅が災害

により居住の用に供することができなくなっ

た場合において、居住年以後10年間(居住日が

平成13年１月１日から同年６月30日までの期

間内である場合には15年間)の各年のうち、そ

の居住の用に供することができなくなった日

の属する年以後の各年(一定の場合に該当す

る年以後の各年を除きます)は、居住日以後そ

の年の12月31日まで引き続き居住の用に供し

ている年とみなして、平成29年分以後の所得

税について、この規定の適用を受けることが

できるとされています。 

したがって、自宅が災害により居住の用に

供することができなくなった日の属する年以

後の各年は、それぞれの年の12月31日まで引

き続き居住の用に供しているとみなされます

ので、その各年において、その自宅に係る住

宅借入金等の金額を有するときは、平成29年

分以後の所得税について住宅借入金等特別控

除の適用を受けることができます。 
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